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こんにちは、鉾立です。 

先日、パートナー司法書士の先生に誘われて、数年ぶりにフットサルに

行ってきました。 

近ダイエットの成果も出て、ルームランナーでも鍛えていただけに、

ある程度やれるだろうと高をくくっていましたが、あまいあまい。 

当日は開始後、すぐに息が切れ、途中からは相手にドリブルでいいよう

に抜かれまくり、転倒の連続。翌日は階段の上り下りができないほどの

筋肉痛に襲われました。 

今後トレーニング方法を考えて、なんとかリベンジしたいと思います。

『相続放棄手続きを伴う遺産整理業務案件』 

今回は、相続放棄手続きを伴う遺産整理業務案

件をご紹介します。 

長年精肉店を営まれていた T 様ご夫婦は、十数

年前に店を閉められてからは、賃貸収入と年金で

暮らしていらっしゃいました。昨年、ご主人の相

続が発生。相続人は、奥様とお子様 3 名でしたが、

一人のお子様（I 様）と長年疎遠になってしまって

いるとのことでした。 

当事務所では、遺産内容の調査を行い、財産目

録と遺産分割協議書（案）を作成、その後奥様に、

疎遠になっているお子様宛にお手紙を書いていた

だきました。 

しばらくして、同封していた私の名刺をご覧に

なった I 様から、相続を放棄したい旨のご連絡を

いただき、家庭裁判所の相続放棄手続きをサポー

トさせていただきました。 

その後、残る相続人で遺産分割協議を行い、パ

ートナー税理士、司法書士と連携して、相続税申

告と登記を終わらせ、預金の解約手続きまでをサ

ポートさせていただきました。 

＜信用金庫職員様の声＞ 

■「丁寧に、根気よく対応していただいたので、

安心できました」（大田区 信用金庫 H 様） 

＊web でバックナンバーをご覧いただけます。≫  鉾立 事務所  検索 
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地域金融機関の職員様向けニュースレター 

顧客相談 

サポート通信 

― 顧客相談対応の引き出しを増やし、ビジネスチャンスにつながる情報をお届けします ―

※2013 年 11 月現在、都内を中心に 8 金融機関・62 店に本ニュースレターをお届けしています。
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――お客様からご相談を受けた経緯についてお聞

かせください。 

自分が集金に行っている先で、ご主人の相続が

発生しました。ご自宅のほかに賃貸物件をお持ち

で、預金も当行以外の金融機関にもあるようでし

たし、奥様も精神的に参っているご様子でしたの

で、一人で何もかもやるのは大変だと思い、専門

家をご紹介しましょうか、とお声を掛けさせてい

ただきました。 

――なぜ当事務所を活用しようと思ったのです

か？ 

支店長から鉾立さんのことを紹介してもらいま

した。 

――実際に当事務所の機能をご活用されてみてい

かがでしたか？ 

今回は相続人の一人に相続放棄の手続きが入っ

てしまい、確かに時間はかかりましたが、時間的

なことは内容にもよることなので、自分としては、

いちがいに早い遅いではないと思っています。何

よりも、お客様が喜んでくれたこと、奥様がにこ

にこしながら、やってもらってよかったと感謝し

てもらえたことが、自分としてはうれしいです。

手取り足取り、絡み合ったものを 1 つ 1 つほど

きながら、丁寧に、根気よく対応していただいた

ので、安心できました。鉾立さんでよかったと思

います。今後も困ったお客様がいらっしゃったら、

ぜひお願いしたいと思います。 

行政書士 鉾立榮一朗事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。 

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続  遺言書作成  生前贈与  親族間売買 
  貸地･借地   家庭の資金繰りサポート  成年後見   
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理     

■ 中小企業向け 経営アドバイザー ＆ 財産コンサルティング 

◎職員様向け研修会、顧客向け無料相談会・セミナーの企画に 
ついてもお気軽にご相談ください。 

5. 家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書
．．．

」（※）

が到着します。 

6. 家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書
．．．

」（※）

を請求します。 

7. 家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書
．．．

」（※）

が到着します。 

5.の「相続放棄申述受理通知書
．．．

」だけでは、他のご

相続人が相続手続きを進めることができませんの

で、必ず「相続放棄申述受理証明書
．．．

」まで取得し

てもらうようにします。 

相続放棄の申述から受理証明書
．．．

取得までの期間

は、順調に行けば約 1 ヶ月ほどとなります。 

『相続放棄手続きの流れ』 

家庭裁判所の相続放棄手続きの流れは、以下の

ようになります。 

1. 公的書類等の必要書類を収集します。 

2. 相続放棄申述書を作成します。 
 ※被相続人の死後 3 ヵ月以上が経過している

  場合は、疎明資料を揃えます。 

3. 被相続人の 後の住所地の家庭裁判所にて

 相続放棄の申述を行います。 
 ※郵送での申述も可能です。 

4. 家庭裁判所より照会文書が到着しますので、

 必要事項を記入し、文書を返送します。 

今年は残暑が厳しかったせいか、秋の実感があま

りなく、気づけばもうすぐ冬。衣替えの季節とい

うことで、先日、スーツを新調してきました。い

つもお世話になっているスーツ屋さんで購入した

ところ、ダイエット効果で、サイズはワンサイズ

ダウン。これから忘年会など飲食が増える季節に

入りますが、買い直すことにならないように、リ

バウンドに気をつけて乗り切りたいと思います。
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＜編集後記＞ 

※営業店異動の際は、大変お手数ですが当事務所までお知らせ頂けますと幸いです。

9:00～20:00
土日祝休 

相談業務に役立つ小冊子 
『間違いのない遺言書

の書き方 ５つのチェッ

クポイント』 

無料進呈中 

お気軽に 

ご連絡ください! 

＜サポート事例＞ 

＜相談業務引き出しメモ＞ 


